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金
財
政
の
健
全
性
は
、
年
金

財
政
の
健
康
診
断
に
相
当
す

る
「
財
政
検
証
」
を
少
な
く

と
も
５
年
に
１
度
実
施
す
る
こ
と
で
確

か
め
る
。
厚
労
省
は
８
月
下
旬
に
２
０

１
９
年
の
財
政
検
証
を
公
表
し
た
。

　
今
回
は
６
ケ
ー
ス
（
ケ
ー
ス
Ⅰ
～
ケ

ー
ス
Ⅵ
）
を
検
証
、
高
成
長
（
実
質
成

長
率
０
・
４
～
０
・
９
％
前
提
）
の
３

ケ
ー
ス
で
、
現
在
61
・
７
％
の
所
得
代

替
率
（
現
役
男
性
の
平
均
的
手
取
り
収

入
に
対
す
る
モ
デ
ル
世
帯
で
の
年
金
給

付
水
準
の
割
合
）
は
50
・
８
～
51
・
９

％
に
低
下
、
低
成
長
（
実
質
成
長
率
▲

０
・
５
～
０
・
２
％
）
の
３
ケ
ー
ス
で

は
50
％
を
下
回
る
可
能
性
を
示
し
た
。

　
04
年
の
年
金
改
革
で
は
、
年
金
給
付

を
実
質
的
に
カ
ッ
ト
す
る
「
マ
ク
ロ
経

済
ス
ラ
イ
ド
」
が
導
入
さ
れ
た
が
、
次

の
財
政
検
証
ま
で
に
所
得
代
替
率
が
50

％
を
割
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
は

制
度
改
正
を
義
務
付
け
て
い
る
。

　
だ
が
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
は
１

階
部
分
（
基
礎
）
に
も
か
か
る
た
め
、

低
年
金
を
一
層
深
刻
化
さ
せ
る
。
例
え

ば
、
19
年
の
財
政
検
証
の
ケ
ー
ス
Ⅲ
で

は
19
年
度
の
所
得
代
替
率
61
・
７
％

（
＝
基
礎
36
・
４
％
＋
比
例
25
・
３

％
）
が
47
年
度
以
降
で
50
・
８
％
（
＝

基
礎
26
・
２
％
＋
比
例
24
・
６
％
）
に

な
る
。
こ
れ
は
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
等
に
よ
り
、
１
階
部
分
（
基
礎
）
の

約
28
％
カ
ッ
ト
、
２
階
部
分
（
比
例
）

の
約
３
％
カ
ッ
ト
を
意
味
す
る
。

　
15
年
10
月
か
ら
「
被
用
者
年
金
一
元

化
法
」
で
厚
生
年
金
と
共
済
年
金
は
一

元
化
さ
れ
た
が
、
国
民
年
金
と
厚
生
年

金
の
財
政
運
営
は
分
離
さ
れ
て
お
り
、

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
調
整
は
２
段

階
で
行
わ
れ
る
。
ま
ず
、
国
民
年
金
の

財
政
均
衡
か
ら
基
礎
年
金
の
調
整
を
行

い
、
そ
れ
を
前
提
に
、
厚
生
年
金
の
財

政
均
衡
か
ら
報
酬
比
例
の
調
整
を
行
う
。

こ
の
事
実
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

が
、
国
民
年
金
は
財
政
基
盤
が
脆
弱
な

た
め
、
財
政
収
支
の
均
衡
を
図
る
た
め

の
給
付
カ
ッ
ト
率
が
大
き
く
な
る
。

　
こ
の
問
題
を
改
善
す
る
一
つ
の
方
法

と
し
て
は
、
国
民
年
金
と
厚
生
年
金
を

財
政
的
に
統
合
す
る
方
法
が
あ
る
が
、

そ
の
効
果
を
、「
19
（
令
和
元
）
年
財
政

検
証
関
連
資
料
」
の
ケ
ー
ス
Ⅲ
の
バ
ラ

ン
ス
シ
ー
ト
か
ら
概
算
す
る
と
、
国
民

年
金
と
厚
生
年
金
に
お
け
る
平
均
的
な

給
付
カ
ッ
ト
は
約
８
・
３
％
に
な
る
。

　
今
回
の
財
政
検
証
の
結
果
を
精
査
し
、

次
の
改
革
に
向
け
た
活
発
な
議
論
が
行

わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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